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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の基本理念 

 

 障害者基本法では、全ての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有す

るかけがえのない個人として尊重されるという理念にのっとり、全ての国民が障害の有無

によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

実現を推進しています。 

本市においても、第２期桑名市障害者計画では、障害の有無にかかわらず、全ての人が

社会の対等な構成員として、人格を尊重され、自己選択と自己決定のもとにあらゆる社会

活動に参加するのが普通であるノーマライゼーション社会の実現を目指して障害者施策を

進めてきました。 

新たな第３期桑名市障害者計画策定にあたっては、上位計画である桑名市総合計画の全

員参加型計画づくりの手法を取り入れ、障害者団体の皆様方にご意見をお伺いし、設問を

作成した後、桑名市地域自立支援協議会等の協議を経てアンケート調査を実施しました。

基本理念については、アンケート調査の中のまちの将来像に関して、障害のある方から多

くの支援をいただきましたので、桑名市地域自立支援協議会等での協議の上、「障害があっ

てもなくてもみんなが気持ちよく過ごせる明るいまちづくり」と決定しました。今後は、

この理念に基づいて、３つの基本方針を定め、各分野の施策を展開していきます。 
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２ 計画の基本方針 

 

 

 

 

 障害や障害のある方への理解について広報やホームページにより周知・啓発を図ると

ともに、イベントや交流活動を通じて、相互理解を進めてきました。しかしながら、

アンケート調査やインタビューを通して、まだまだ障害のある方に対する理解は深ま

っていないという意見が多く寄せられました。 

 そのため、今後も、あらゆる機会を活用して広報啓発活動を推進し、障害があっても

なくてもみんなが交流し、ふれあう機会を増やすことで、障害を理解し思いやりのあ

るまちづくりを目指していきます。 

 

 

 

 

 

 住み慣れた地域で、その人その人にあった医療・福祉・保健等のサービスを受けなが

ら安心して暮らせるようにサービス提供体制の拡充に努めてきました。 

 アンケート調査では障害福祉サービスを現在利用していないが、今後利用したいとい

う潜在的なニーズや道路や公共施設等のバリアフリー化等の意見が寄せられました。

また、生活する上での様々な不安も感じていることがわかりました。 

 そのため、ライフステージを通じて切れ目のない支援を提供するための相談窓口の充

実を図ります。障害福祉サービス、保健・医療サービスの供給体制の整備、その他日々

の暮らしの支援の充実に努め、安心して暮らせるまちづくりを目指していきます。 

 

 

 

 

 

 誰もが自分らしく生き生きと充実した生活を送るためには、社会との関わりが重要と

なります。 

 アンケート調査では、教育、余暇活動、就労等の意見から、もっと社会に出て日々の

生活を充実させたいという思いが寄せられました。 

 そのため、教育や生活を豊かにする文化芸術・スポーツ活動、また、就労等への支援

等、各種施策の充実を図り、社会参加を応援するまちづくりを目指していきます。 

１．障害を理解し思いやりのあるまちづくり 

２．安心して暮らせるまちづくり 

３．社会参加を応援するまちづくり 
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３ 施策の体系 

基本理念 
 

基本方針 

障
害
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
み
ん
な
が
気
持
ち
よ
く
過
ご
せ
る
明
る
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ま
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づ
く
り 

 
１ 障害を理解し思いやりのある 

まちづくり 

 

 

 

２ 安心して暮らせるまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 社会参加を応援する 

まちづくり 
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施策の方向性 具体的な取組 

（１） 広報・啓発活動の推進 

①広報・啓発活動の充実      （48頁） 

②障害や障害のある方への理解の促進（49頁） 

③ボランティア活動等の推進    （50頁） 

（１） 生活支援の充実 

①相談支援体制の充実       （52頁） 

②在宅サービス等の充実      （53頁） 

③障害児支援の充実        （54頁） 

（２） 保健・医療の充実 

①保健サービス・健康づくり施策の充実（57頁） 

②医療サービスの充実       （58頁） 

③精神保健・医療の充実      （59頁） 

（３）障害に配慮したまちづくりの推進 

①生活の場の確保         （60頁） 

②障害に配慮したまちづくりの推進 （61頁） 

③移動手段の確保         （61頁） 

（４） 情報提供・意思疎通支援の充実 
①情報提供の充実         （63頁） 

②意思疎通支援の充実       （64頁） 

（５） 安全・安心な環境づくりの推進 
①防災対策の推進         （65頁） 

②防犯対策の推進         （66頁） 

（６） 権利擁護の推進 
①差別の解消の推進        （67頁） 

②権利擁護の推進         （68頁） 

（１） 教育・文化芸術活動・スポーツ等

の充実 

①学校教育の充実         （70頁） 

②文化芸術活動・スポーツ等の振興 （70頁） 

（２） 雇用・就業への支援 
①障害者雇用の促進        （73頁） 

②個々の状態に応じた就労支援   （74頁） 

（３） 行政サービスにおける配慮 ①行政機関・選挙等における配慮  （75頁） 

（４） 国際交流の推進 ②国際交流の推進         （76頁） 



 

 

 


